
 

議第 ４ 号 

 

山形県文化財保護条例第 32 条第１項の規定による山形県指定天然記念 

物の指定の解除について 

 

山形県文化財保護条例（昭和 30 年８月県条例第 27 号）第 32 条第 1 項の規定によ

り、次のとおり山形県指定天然記念物の指定を解除する。 

 

名  称 
員数 所有者 所有者の住所 

東法田の大アカマツ １ 最上町 最上郡最上町大字向町 644 

 

提 案 理 由 

山形県指定天然記念物東法田大アカマツについて、枯死により天然記念物の価値を

失ったことから指定を解除するため提案するものである。 

 

令和元年 11 月 27 日提出 

 

山形県教育委員会         

教育長 菅 間 裕 晃    

 

議4－1



議4－2



議4－3



議4－4



議4－5



議4－6



議4－7



議4－8


